
楽機発第 01 2

平 成 2 1 年 1

6 0 3 2 号

月 2 6 日

各都道府県薬務主管 〔部)課長 殿

独立行政法人医薬品医療機器総合機

理事長  近  藤   達

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行うベンチャー企業支援相談の実施要何〔特について

棟記について、別添のとおり1堀係団体に道知しましたので、お知らせ します。
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薬機発第 012

平成 2 1 年 1

6 0 3 1 号

月 2 6 日

別  記 殿

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

理事長  近  藤   達  也

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行うベンチャー企業支援相談の実施要領等について

平素より、独立行政法人医薬品医療機器総合機枯 (以下 「機構」という。)の 林査等業務を

ご利用いただきありがとうございます。

さて、革新的な新医薬品、新医療機器の研究開発を行うベンチャー企業においては、開発技

術を持ちながら、その企業規模から治敗や承認申請に係る専門知識を有する人材の確保が困難

なことから、承認申討までに時間を要することが多く、また、非効率な投資を行うことにより、

開発を断念してしまうことが多いといわれています。

以上より、今般、革新的な新楽等を迅速に国民に提供する側点から、厚生労働省の委託を受

け、ベンチャー企業に対して、業Jf相談のⅢ米を行うこととし、実施要頒等について別添のと

おり定めました。

なお、本通知は、平成 21年 2月 1日から施行するものとし、平成 21年 3月 より相談を開

始いたします。



別添

ベンチャー企業支援相談に関する実施要領

革新的な新医薬品、新医療機器の研究開発を行うベンチャー企業においては、開発技術を持
ちながら、その企業規模から治験や承認申請に係る専門知識を有する人材の確保が困難なこと

から、承認申請までに時間を要することが多く、また、非効率な投資を行うことにより、開発
を断念してしまうことが多いといわれています。以上から、革新的な新医薬品又は新医療機器
の承認申請等を行おうとする者であって、以下の 「1 ベ ンチャー企業支援相談の申込み対象

者について」の 「①申込み条件」に記載した内容を満たしている者については、機構の担当者

等への相談を希望する場合に、以下によリベンチャー企業支援相談を行います。

なお、本実施要領の対象とするベンチャー企業支援相談は、電話又は電子メールでは受け付

けていませんので、ご留意 ください。

1.ベ ンチャー企業支援相談の申込み対象者について

(1)申 込み対 象者については、新たな技術に関する研究開発及びその Jf業化を現に行ってい

る企 米であって、次の条件を満たしている場合に限 ります。

①申込み条件

ア ロ 本[叫内で医薬品 ・医療機器の研究開発を行う者であって、自ら臨床試験を実施す

るビジネスモデルを有すること。

イ 法 人の場合にあっては、設立 10年 未満であること。

ウ 法 人の場合にあっては、証券市場において株式公じ出を行っている法人から、資本金

(出資金)の 2分 の 1以 上の出資を受けていないこと。

2 ベ ンチャー企業支援相設の内容

(1)相 談内容

①応じることができる相談内容

ア 共 事規制の仕者Rについて

碓認申Ⅲ押f、治験、承認申耐等の業事法1刊度の概略説明、開発にあたり参考とすべき

米本的な法令 ・通知や機構が公表している資料の提示等

イ ー 般的に承認申前に必要となる資料及び対応するガイドライン特に1増すること

②応じることができない相談内容

ア デ ータの評価が必要なもの

イ 未 承認医薬品、医療機器の提供等に係る業事法上の取扱い

ウ  「 臨床研究に関する倫理指針」年の述用に関すること等

3.ベ ンチャー企業支援相1設の相談実施可能 日時について

(1)原 チ刊として、相談実施月の前月の第 1勤務 日に機構ホームベージに、相談実施可能 日

時を提示いたいます。

(2)相 談実施可能 日時の提示にあたっては、相談内容 ごとに複数の相談区分を設定 し、相

談区分 ごとに、一定数の相談実施可能 日時を提示することにいた します。詳 しくは、機

構ホームページをご覧ください。



(3)状 況に応じて、相談実施可能日時の提示を行わず、相談区分のみを提示する場合がご
ざいます。

4.ベ ンチャー企業支援相談の日程調整について

(1)ベ ンチャー企業支援相談を希望する場合、ベンチャー企業支援相談の相談実施日時を
調整するため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査等業務関係業務方法書実施細
則 (平成 16年 細則第 4号 。以下 「業務方法書実施細則」という。)の様式第 15号 の 「ベ
ンチャー企業支援相談申込書」の表題部分を 「ベンチャー企業支援相談日程調整書」と
修正し、また、「ベンチャー企業支援相談申込書」中の 「相談日」棚の表題部分を、「相
談希望日」と修正し、「相談希望日」棚には、機構ホームベージに提示された相談実施可
能日時の中から、希望する相談実施可能日時を 1つ記入 して下さい。3.(3)に 該当す
る相談区分にお申込みの場合は、相談実施月の中で、相談を希望する日時を記入して下
さい。(複数記入可)以 上に加え、様式中のその他の必要事項も記入し、ファクシミリで
審査マネジメント部審査企画課に提出してください。(電話、来訪、コt送等はご遠慮くだ

さい。)

(2)相 談実施日時を決定するにあたり、申込み希望者が、上記 1。 (1)① の申込み条件を

満たしているか、確認をいたします。「ベンチャー企業支援相談日程訓焼依頼書」の提出

時に、ベンチャー企業支援相談の申込み対象者たる条件を満たしていることを宣誓する

旨の宣哲洋の提出を、併せてお願いいたします。

宣誓洋の様式例を次に示します。

(様式例)

宣 誓  書

私は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機llTjが行うベンチャー企業支援相談の実施

件について」(平成 21年 1月  日 機構理事長通如)中 の (別添)「ベンチャー企業

支援相談にlllする実施要領」の 1.(1)① 「申込み条件」を満たしている

者であることを宣誓いたします。

平成 年  月  日

住所 (主たる事務所の所在地)

氏名 (名称及び代表者の氏名) 印

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

審査センター長      殿



なお、宣誓書につきましては、相談実施日時決定後に、「ベンチャー企業支援相談申込
書」を提出していただく際に、原本のご提出をお願いいたします。

(3)提 出先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審 査マネジメント部審査企画課
フアクシミリ 03-3506-9443

(4)受 付は、原則として、相談実施月の前月の 15日 (この日が、土曜日、日曜日又は国
民の祝日に該当する場合は、その後初めて到来する勤務日)の 9:30～ 17:00に

行います。時間厳守でお願いいたします。また、他の日時には受け付けいたしません。

5.ベ ンチャー企業支援相談の相談実施日時の決定方法について

(1)相 設実施日時の決定については、ファクシミリの受信順といたします。(「ベンチャー

企業支援相談 日程調整依頼書」と宣誓手の両方が受信された時点で受信完了と考えま

す。)

(2)1つ の相談実施可能日時に、複数の申込みがあり、湘れた申込みについて、申込みが

なかった同一の相談区分の別の相談実施可能日時をご案内させていただく場合がござ

います。

(3)相 談実施可能日時を提示していない相談区分については、申込み者の希望する日時を

考慮し、相談実施日時を決定いたします。

6.ベ ンチャー企業支援相談の日程等のお知らせ、申込!|十の提出について

(1)係 査マネジメント部杯査企両課から、ベンチャー企業支援相談実施の可否について、

ご連絡いたします。実施する場合は、「ベンチャー企業支援相談実施のご案内」(別紙様

式 1)を ファクシミリにて、お送りいたします。

なお、「ベンチャー企業支援相淡実施のご案内Jの 備考欄に、相談料の振込み先を祀llllt

いたします。

(2)「ベンチャー企業支援相設実施のご案内Jを 受信した日の翌日から起算して 5勤 務日以

内に、相故料を振り込んだ上で、業務方法 ,1,実施細ナtu様式第 15号 の 「ベンチャー企業

支援相談申込↓|十」に必要事項を記入し、相談料を振り込んだことが証明できる,1+而の写

しを添付の上、持参、郵送、宅配又はファクシミリのいずれかの方法で解査マネジメン

ト部孫査企lllllβ果に提出してください。ファクシミリでご提出した場合は、実施日当日に、

原本をご提出していただくことになります。

7.ベ ンチャー企業支援相談に際しての留意事可tについて

(1)相 談する内容は以下の相談時間に収まる範囲とし、「ベンチャー企業支援相談申込モ|卜」

の 「相設内容」欄には、できる限り具体的かつ簡潔に記職してください。

1相 談当たりの相談時間は 30分 以内です。

(2)相 設料は、 20, 000円 です。

(3)「ベンチャー企米支援相設申込,1,」に記賦した以外の相談事項には、原サiJとして、指導

及び助言はできませんのでご了承ください。

8 ベ ンチャー企業支援相談場所について

ベンチャー企業支援相談は、機構内の所定の場所で行います。



9.ベ ンチャー企業支援相談の取下げ及び日程変更について

(1)ベ ンチャー企業支援相談申込み者の都合により取 り下げ、日程変更を行う場合には、
業務方法書実施細則の様式第 16号 の 「ベンチャー企業支援相談申込書取下願」に必要
事項を記入し、審査マネジメント部審査企画課までご提出ください。

その場合、相談料の還付を行いますので、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ベン
チャー企業支援相談料収納事務実施細則 (平成 21年 細則第 2号 )の 様式第 2の 「相談
料誤納還付請求書」に必要事項を記入の上、「ベンチャー企業支援相談申込書取下願」
と併せて、提出してください。

(2)機 構側の都合により、ベンチャー企業支援相談の中止又はベンチャー企業支援相談の
相談実施日時の変更が生じた場合には、速やかに電話でご連絡します。

(3)機 構側の都合で相談実施日時の変更を行う場合又は相談実施日時の変更がやむを得な
いものと機構が認めた場合は、「ベンチャー企業支援相談申込書取下願」を提出する必要
はありません。

0,ベ ンチャー企業支援相談結果要旨の確認について

(1)ベ ンチャー企業支援相談結果要旨について確認を希望される方は、「ベンチャー企業支
援相談結果要旨確認依頼書」(別紙様式 2)に 必要事項を記入し、ベンチャー企業支援相
談の相談実施日の翌日から起算して 5勤 務日以内にファクシミリで審査マネジメント部

審査企画課に提出してください。

なお、「ベンチャー企業支援相談結果要旨確認依販譜」の 「相談結果の要旨」欄の記

入については、「ベンチャー企業支援相談申込芋」の 「相談内容の概略」棚にベンチャ
ー企業支援相談における機構からの回答を記入したものを提出することをもって代え

ることができます。

(2)「ベンチャー企業支援相談結果要旨碓認依頼評」の 「相談結果の要旨」棚を確認した結

果については、当該確認依頼諄を受領した日の翌日から起算して 10助 務日後を目途に、

機構から別紙様式 3に よリファクシミリにて連絡 します。

なお、内容確認に時間を要する場合がありますので、上記期日までにファクシミリが

届かない場合は、審査マネジメント部審査企画課までお問い合わせください。

11.ベ ンチャー企業支援相談の問い合わせ、疑義がある場合の照会先について

ベンチャー企業支援相談の問い合わせ先、疑義がある場合の照会先は次の とお りです。

独立行政法人医薬品医療機器総合機llt 審査マネジメント部審査企画課

〒100-0013 東京都千代田区優が関 3-3-2 新 捜が関ビル 9階

電話  (夕
Sイ

ヤルイン)   0 3-3 50 6-943 8

ファクシミリ   03-3506-9448

受付時間 :月RTL日から金曜日 (国民の祝日等の休 日を除く。)の 午前 9時 30分 か

ら午後 5時 までです。時間厳守でお願いします。



別紙様式 1

上記の通り実施しますので、お知らせします。

平成  年   月   日

独立行政法人医共品医療機器総合機構

係査マネジメント部

健 絡先)

ベンチャー企業支援相談実施のご案内

相談依頼者名

日程調 整依頼 日

受 付 番 号

平成  年   月   日

番

相談品目

相談区分

施

所

実

場

談

時

相

日

機
　
構

担  当  部

担 当 者 名

:を



別紙様式 2

「フ~/ク
シミリ送信表」

(注意)

「相談結果の要旨」

記入してください。

ださい。

フアクシミリ番号 03-3506‐9443

送信 日 : 平成
[受信者]

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

審査マネジメント部審査企画課 ベ ンチャー企業支援相談受付担当者

日年

柵には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの回答内容を

なお、別紙として添付する場合は、 1枚以内に衛潔にまとめてく

相談日時 :平成  年   月   日 (  曜 日)  時   分 ～  時   分

機構担当者 :

会社 ・部署名 :

相 談 者 名 :

連  絡  先 i T E L

ファクシミリ

相談結果の要旨



別紙様式 3

平成 年  月  日

宛先 :

ベンチャー企業支援相談結果要旨の確認について

平成 年  月  日 に行いましたベンチャー企業支援相談に対する貴社作成の

内容確認書面について、特に問題点は見受けられませんでしたので、連絡いた

します。

なお、今後新たに得 られる知見や通知の発出等により解釈が変わる場合があ

ることを申し添えます。

以上

送付枚数   枚 (送信票を含む)

発信者 :独立行政法人医薬品医療機器総合機構

(相談を担当する部長名を記職)

担当 :(相談担当者名を記職)



別 記

日本製薬団体連合会会長

日本製薬工業協会会長

日本臨床検査薬協会会長

米国研究製薬工業協会技術委員会委員長

欧州製薬団体連合会技術委員会委員長

日本医療機器産業連合会会長

在日米国商工会議所医療機器 ・体外診断委員会委員長
欧州ビジネス協議会医療機器 ・体外診断薬委員会委員長
社団法人日本血液製剤協会理事長

社団法人細菌製剤協会理事長

財団法人バイオィンダストリー協会
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爵
油
〓

（逆
引

「神
輝
喜
姫

一
併
予
Ｕ
じ

朝
高
ｄ
ラ
【
ヽ
潮
貯
搬
錨

郎
討
も
い
何
併
郎
回
Ｓ
併
対
か
。

（
暑
甜
薪
丹
）

鵬
卜
勝
　
藤
訴
高
フ
４
勤
選
帥
フ
耐
津
準
軸
ｇ
Ⅷ
目□
□
訴
科
贈
蛸
フ
料
炒
辞
誹
ぷ
醐
胡
フ
瀾

漱
ヨロ
ギ
赳
還
謡
判
斡
掛
高
囲
↓
い
派
課
⑤
癖
撤
郎
対
い
飾
ゆ
澪
α
服
姿
諦
蛸
服
付
澪
ヨ

叫
か
飾
ゆ
③
■
珊
船
浮
悦
母
瞬
叫
再
球
み
泌

岸
押
サ

●
源

浮
Ｎ
押
丹
【
高
片
心
伊
③
併

↓
い
。

（
田
Ｓ
）

避
ド
が
　
付
③
塗
浬
露
′
覗
勝
梢
灘
獣
浮
α
料
ゆ
４
浦
粘
部
囲
鶏
灘
部
ヽ
詳
哨
湖
卜
∞
が
フ

湖
り
ｏ
が
サ
田
避
伽
ｏ
が
雅
【
淳
α
測
ｏ
Ｎ
が
③
過
討
寓
牌
じ
碑
フ
簿
母
寄
丹
詳
＞
囲
淋

目□
困
難
藤
韓
が
ゆ
藤
謙

（叉
引

「藤
謡
」
併
ラ
ｕ
し

き
均謝
ｕ
陸
嵐
置
摘
ド
臨
艦
駆
母
四
ド

日‐‐‐‐
酌

皿
都
辞
船
勝
フ
料
ゆ
春
難
輝
型
球
フ
訓
覇
認
鞘
割

嚇
Э

糠
諜

郎
科

む
弱
３
＝
鮮
護
澪

回

「鮮
路
寄
熙
部
＞
開
洲
帥
調
湘
議
弾
拶
ゆ
藤
諦
瑚
麟
船
器
胡
測
隷
粋
鍔
斗
洋
珊
湘
滸
査
型
」
獣
面
注
縮
湘

，

一

，



（＝
洋
革
裕
）

勝
卜
勝
　
慈
諦
再
フ
＝
洋
革
＄
郎
聖
湘
高
討
Ｓ
ぶ
図
じ
語
辞
予
挙
＞
悌
付
さ
伊
③
併
対
い
。

（津
副
翌
コーーーー
○
対
引
邑
フ
画
耐
激
測
）

ぷ

り
料
　
と
副
翌
コーーーー
丙
も
予
【
フ
小
③
■
ド
ぶ
″
■
ド
球
め
と
副
翌
ＢＩＩＩｌ
⑤
母
瞬
伊
⑤
却
引
馬
淑

再
口
耐
０
湖
潮
郎
辞
ｕ
飾
ゆ
丙
露
フ
兼
丹
浦

津
∞
帥
ヽ
片
６
謝
ｕ
伊
①
併
対
か
。
貯
併
フ
却

引
弓
沌
再
田
耐
湖
測
丙
８
ラ
【
フ
酎
迎
苗
騨
郎
寄
碑
フ
藤
謙
乾
む
け
い
お
貯
予
飾

口＞
併
Ｇ
【

訓
Ｓ
討
鏡
ゆ
受
＞
③
■
ド
球
③
掌
ゆ
寓
片
ぶ
飼
ゆ
淑
轟
測

ｏ
沸
⑤
過
科
高
脳
じ
幹
満
浄
４
副

澤
口‐‐‐‐
雷日
田
③
器
討
郎
却
玉
研
き
討
何
併
高
雫
ｕ
飾
口＞
丙
再
フ
＝
洋
撃
僻
⑤
十
齢
付
薪
丹
湖

岸

ふ
帥
丙
片
ぶ
離
■
珊
弟
丙
鵬
じ
備
離
■
郎
謝
ｕ
伊
⑤
併
対
い
。
藤
課
功
む
け
郎
お
貯
ラ
飾
口≫

併
Ｇ
バ
訓
Ｓ
討
飾
ゆ
受
準
⑤
母
瞬
球
⑤
当
ゆ
丙
片
ぶ
□
耐
湖
粗
臣
フ
旺
郎
■
ド
学
Ｎ
却

ｓ
引

邑
辞
卜
【
謝
も
伊
⑤
併
対
か
。

（＝
輝
〓
裕
）

湖

∞
が
　
藤
課
露
フ
料
洋
至
押
郎
望
湘
高
耐
じ
い
図
じ
語
辞
予
苔
ン
は
い
か
伊
③

併
対
い
ｏ

（さ
ン
ヽ
爵
）

湖

卜
が
　
母
甜
球
淑
再
母
瞬
球
再
フ
塾
が
①
神
洋
準
相
郎
フ
藤
訴
乾
申
じ
誌
討

げ
討

ゆ
烈
藤

囲
③
□
「
丙
新

ｓ
ン
け

ナ
⑤
併
↓

ぶ
Ｄ

（津
副
き
ローーー‐
③
却
引
司
フ
ロ
鵡
湖
潮
）

測

り
か
　
注
目
澤
ＢＩＩＩ‐
丙
も
ラ
バ
′
小
③
母
伊
藤
′
母
併
球
功
準
副
澤
コーーー‐
③
署
卜
単
郎
却
引
司

淑
再
画
耐
⑤
滞
測
郎
酬
も
摘
ゆ
丙
再
′
蒜
丹
浦

ド
∞
帥
高
片
ｓ
酎
ｕ
伊
０
併
↓
い
。
貯
静
フ

却
引
吊
河
再
回
耐
湖
測
丙
Ｕ
ラ
バ
フ
齢
帥
苗
諜
郎
寄
申
フ
隷
訴
坊
む
け
付
聯
貯
予
飾
日＞
併

げ
【
訓
Ｓ
汁
飾
じ
受
準
⑤
母
伊
球
⑤
螢
ゆ
高
片
ぶ
飾
口＞
淑
再
滅

の
が
⑤
過
討
高
脳
じ
叶

満
津
４
副
聾
ローーー‐
酌
囲
①
益
討
郁
却
ま
悌
き
討
何
併
丙
千
Ｕ
飾
ゆ
高
再
フ
■
輝
撃
梢
③
十
就

郎
燕
丹
測

岸
卜
叩
高
片
ぶ
前
４
甜
弟
丙
鵬
も
い
部
森
郎
甜

３
伊
③
併
対
か
。
藤
訴
功
む
け

郎
お
貯
予
飾
ゆ
併
Ｃ
バ
鞘
じ
討
飾
ゆ
叉
学
○
母
瞬
球
①
球
ゆ
高
片
ホ
ロ
耐
湖
測
露
′
眠
郎

母
瞬
掌
郎
却
ｓ
引
邑
辞
持
石
硝
も
伊
⑤
併
対
か
。

（蔵
津
津
副
運
コーーーー
蜘
田
⑤
部
討
Ｎ
押
主
ギ
飾
口＞
）

測

ｏ
沸
　
輔
蛸
僻
湘
韻
沖
α
料
じ
と
湘
淋
鞘
圏
恭
淋
韻
Ｗ
爵
岬
紺

り
∞
沸
測

い
出
③
小
０
麟
臣

日
丼
購
野
功
団
ぶ
飾
口＞
併
露
フ
淋
細
辞

（弱
習

∞
伽
付
詳
群
湖

Ｐ
ふ
り
帥
）
測

Ｎ
式
が
⑤

時

③

い
避

Ｎ
遍
③
部
じ
湘
部
通
嗣
鵜
吾口
沖
α
部
膨
瞬
榔
脚
田
端
藤
錦
③
訴
討
却
玉

Ｇ
糧
季
高
鵠

軋
ぶ
伊
③
併
対
い
。

（繭
浄
準
副
選

ローーー‐
酌
回
③
訴
討

付
押
主
車
飾
ゆ
）

湖

ｏ
が
　
輔
餅
相
淋
獣
沖
α
滞
齢
準
湘
淋
獣
測
慕
灘
課
球

部
搬
湖

り
∞
が
湖

伽
出

③
郊

③

麟
臣
目
勝
緯
野
ウ
餅
ぶ
飾
ゆ
併
再
フ
滞
報
部

含
田
習

∞
い
村
軒
硲
紺

浮
卜
御
帥
）
測

Ｎ
Ｎ

が
Ｏ

Ｎ
Ｏ

伽
測

Ｎ
遍
③
卦
じ
締
罰
ヨ
園
鵜
目日
沖
磯
困
鶏

藤
報
③
訴
討
却
韮

げ
潮
亭
高
需

軋

岱
伊
⑤
併
↓
い
。

‐
間

‥



脚

隅

―
、く

け

附

駐

麟

陸

願

俸

廟

庸

胃

降

ド

脇

ド

隠

ほ

瞬

牌

ド

隆

樫

ド

ほ
睡
博
関
博
ド

階

隅

麟

開

雁

旧

ほ

ぼ

陛

憚

博

ド

（窯
型
）

鵬
卜
卜
勝
　
課
訴
再
フ
辞
聖
貯
仰
Ｂ
高
片

ｓ
ｍ
Ｏ
当
型
高
片
ｓ
終
丁
伊
０
一口
け

討
５
か
併
仲
い
高
片
が
何
併
功
【
碑
か
。

兼
丹
測

】
押
！
薪
丹
淋

μ
卜
帥
　
岐
轟

ラＡ再フ聖一〔ヽ
押岬帥ぶ囃哺巧ｒ爾鯉油べ〕却給鮎い市中⑤査浬丙片６襟ラ伊０語Ｕラ【再フ聖丙

兼
丹
湖

μ
帥
！
蔀
丹
泌

ギ
ト
帥
　
岐
景

腿
旧
畔
ほ
樫

悠
忌
に
勝
卜

沸

，
詢

‥



腎

―

‐

‐

ほ

陪

悟

は

旧

肝

勝

ド

障

田

儀

殴
陸
段
脚
畔
ほ
ド
ド
ド
に
ド

博

隅

博

屈

障

麟

旧

膨

ぼ

怪

陛

怪

思

嗣

ド
儀

Ｌ

ド

勝

ド

ー

辟

‐

‐
ロ

ド

睡

障

ド

ｂ

膚

睡

Ｌ

Ⅳ

じ

博

隔

伎

脇

膨

馬

ド

は

離

腔

隠

騨

博

隅

断

届

博

博

障

ほ

隠

隠

齢

暦

博

陪

彬

ド

樫

ド

体

ド

』

‐

卜

耐

　
割

（出
討
さ
如
課
ヨ
③
罫
討
き
）

阿

隠

ほ

ぼ

隠

陸

鮮

低

慢

ド

ド

笛

瞬

勝

層

崖

隅

陛

艦

騰

隊

駐

麟

襴
ド

に

に

ド

‐

‐

‐

‐

脳

ト



（串
那
）

‐申
　
コ
斎
○
＞
備
併
露
口
排
出
淋
動
慕
＞
ふ
併
斗
ゝ
伸
常
う

Ｎ
　
赳
＞
隅
就
扇
庫
引
○
併
併

ｓ
う

―
（
じ
―
儲
庸
爆
儀

熙
■
対
ぶ
苗
鰈
図
じ
郎
削
騨
げ
【
Λ
札
悌
ラ
。

―
（
ド

障

騨

儲

麟

陛

隠

膨

艦

博

博

麟

悟

陸

隅

膨

儲

艦

け

固

騒

卜

侵

隅

陛

Ｐ

Ｉ

Ｉ
（
ド

障

麟

隅

Ｆ

儲
博
鵬
勝
柑
隅
厚
齢
鳳
ぽ
卜
俺
儲
け

卜
博

儀

騨

厳

儀

麟
麒
Ｂ
粥
丙
Ｕ
予
【
フ
酎
燕
語
剛
騨
Ｇ
【
Λ
札
け
予
。

儲

麟

塵

隅

席

置

願

儲

卜

膨

儀

麒

儲

匿

博

ぼ

殴

僻

陛

膨

卜

犀

ド

【
〈
札
併
Ｆ

〕



説

　

　

　

　

郎

悪
茶

丼

（鮒

鞘

′

鴎

対
ヾ

マ

ル

こ
）

丼
■
単
ン
①
苗

ｋ
Ｎ

邪
鎖
″
副
副
澤
磯

却

引

邑
⑤

脳

野

学ｍ
　
　
鰈
　
　
画

紳

４

弾

帥

苗

鰈

母

瞬

田

苗

鰈

図

じ

き

鰈

電□

回

球
跳
滑
コ
０
抑

カ

マ
坤

寸
―
ジ

糠
料
講
討
響

■
単
叫
翔
引
調

侍
剛
寓
片

ｓ
■
瞬
■
郎
げ
討
カ

マ
対
ｔ
ｉ
め
漱
料
赫
誌
製
⑤
簿
引
邑
郎
伊
劇
ラ
Ｃ
郎
対
。

「
爵
　
　
付
　
　
コ
　
　
ロ

干
　
謝

（出
討
さ
蜘
部
副
③
副
討
さ
）

四
ほ
ぼ
ほ
博
展
に
臨
隠
燈
殴
ド
ー
博

路
持
奇
爵
詳
＞
困
粘
ロロ
同
錦
藤
粥
が
ゆ
藤
訴

粥
嚇
ヤ

マ
蛸
―
和
　
　
　
　
　
　
　
　
率

（串
抑
）

置
諜
撃
硝
挙
前
手
珊
弟
岬
伊
謙
牛
Ａ
諭
登
↓
が
何
併
。

命



様式第 15号

ベンチャー企業支援相談申込書

上・記によリベンチャー企業支援相談を申し込みます。

平成  年   月   日

住 所 (主たる事務所の所在地)

氏 名 (名称及び代表者の氏名) 印

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

林介センター長        殿

処  理   棚

相 談 区 分

相 談 品 目

相  談   日

相 f炎  内  容

関連する相酸内容 についての

j也去の対面助言

本申込みの担当者氏名、所属及

び連絡先(十L,話、ファクシミリ)

考



(注意)

1 用 紙の大きさは日本工業規格A4と すること。

2 記 入要領は以下のとお り。

(1)相 談区分棚

該当する相談区分を記識してください。

(2)相 談品目欄

主たる成分等の開発中の品目が分かるように記載してください。

(3)相 談 日棚

相談を実施する日時を記i機してください

(4)相 談内容棚

相談内容について、簡潔に記載 してください。

相訟内容に関して必要があれば、相談品目の概要 (簡潔なもの)を 添付 してくだ

さい。



様式第 16号

ベンチャー企業支援相談申込書取下願

上!紀により申込みをしたベンチャー企業支援相談の取下げをお願いします。

平成  年   月   日

住 所 (主たる事務所の所在地)

氏 名 (名称及び代表者の氏名) 印

独立行政法人医業品医療機2持総合機構

係企センター長        殿

(注意)

相談料誤納避付i市求ど十も併せて提出すること。

処  理   棚

相 談 品 目

相 談 区 分

相 設 申 込 日

受 付 冊 号

相  談   日

J文下'デのI里山

本申込みの担当者氏名、所属及

び連絡先(竹ヒ̀ i活、ファクシミリ)

を



様式第 2

還付金整理番号

相談料誤納還付請求書

下記の金額の還付を請求します。

なお、振込に際しては、下記口座へお願いします。

平成  年   月   日

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

代 表 者 氏 名         印

独立行政法人

医薬品医療機器総合機構 支 払命令役 殿

記

避 付 金 額 金 円

振 込 金 融 機 1 幻
銀  行         本 店

信用金)1:         支 店

預 金 極 別

口 座 器 号

ふ  り  が  な

口 座 名 義

(避付理由)

連絡先        課 (係)

成

者当

作

担
1:芭話澪号


